
4 長薬発第 283 号 

令和 4年 6 月 14 日 

 

地域薬剤師会長  様 

同 薬局部会長  様 

 

長野県薬剤師会 

 会長 日野 寛明 

 

 

「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原定性検査 

キットの取扱いについて」に関するQ＆A について 

 

 

 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記について、日本薬剤師会から別添のとおり通知がありました。 

 新型コロナウイルス感染症に係る特例的な対応として、医療用抗原定性検査キットを

薬局において販売する際の留意点については、令和4年3月23日付 3長薬発第1311号でお

知らせしたところです。 

今般通知では、唾液を検体として用いる医療用抗原定性検査キットについても薬局で

の販売が可能であること、販売にあたっての留意点が示されました。 

つきましては、本通知並びに「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医

療用抗原定性検査キットの取扱いについて」（令和3年9月29日付 3長薬発第678号（令

和4年3月23日付 3長薬発第1311号で一部改正））の内容を踏まえ、地域の感染拡大防止

に資するため、引き続き全ての薬局における積極的な取扱いにご協力賜りますよう、貴

会(部会)会員にご周知のほど、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 長野県薬剤師会  

事務局長 中島 ／ 保険医療課 桐山 

〒390-0802 松本市旭 2-10-15 

℡0263-34-5511 FAX0263-34-0075  

E-mail：hoken3@naganokenyaku.or.jp 
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